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2023年6月 8日

干福が丘自治会

生活環境部

粗大ごみ収集日について

◆23年7月 8日 (土 )は粗大ごみの収集日です。以下の注意事項を守つて出して下さい。

注意事項

1.出借ふごみ・・・粗大ごみとして出せるごみは50om X 50om X 80om以 上を基本とする。
★粗大ごみは『据野市 ごみの出し方便利帳』に従つて出して下さい。

2.ごみ出L時間・・日午前6時半～午前8時まで(左配時間以外に出されても引き取りできません.)

J組大ゴミ1個につきヽ それぞれ『区名・壼名・氏名・置語番号」を必ず記入の上、出して下さい。
※区名は手幅が丘

3)その他
口食器戸棚等のガラス類は、あらかじめ外して、「埋め立てごみJに出す。

・ストープの灯油・電池 Iま抜き取つて出す。(但し、50om X 50om X 80om以下は資源ごみで出す)

・多量に出る引越しごみ等は、美化センターヘ自己搬入する。_

・事業活動 (商い)に伴う粗大ごみは、市では収集しません。

3.墓騒圏EL・ 3● 中央公園のグランド

搬入は小学校側からの一方通行でお願いします。

(車はグランドに1ま入れません)

4.当 日のごみの出し方

1)粗大ごみを出す人が、ご自分で、
「燃える粗大」、「燃えない粗大1、「自転車類J

に分けて、決められた場所に置いて下さい。

く収集しないごみ>
自動車部品 タイヤ、プラグ、ホイル、バンパ=、 パッテリー、関連部品等

農機具
耕うん機、日植機、バインダー、農業用機械の関連部品、農業用ビニール、

農薬の容器 (ビン、缶)等

オートパイ類 オートパイ、スクーター、原動機付自転車等 (ハ
ウ
ッテリーなどの関連部品も含む)

建設資材日廃材
コンクリート、プロック、トタン、たたみ、サッシ、槙、かわら、かべ、洗面台、壁材、
フローリング材、土、石、砂等

家電リサイクル法
対象機器

エアコン、洗濯機、テレビ(液晶・プラス
・マを含む)、 冷蔵・冷凍庫、衣類乾燥機

小型家電
携帯電話・PHS、 スマートフォン、パソコン、タブレット(左記の付属品)

※40cm X 20cm以下は市指定の回収ボックスに自己搬入する

又、回収ボックスに入らないものは美化センターに自己搬入する

その他
薬品、塗料の入つた容器、毒物、劇物、廃油もエンジンロモーターのついているもの、

プロバンボンベ等の危険なもの三、消火器、温水器、風呂桶、風呂釜等
※ 会 鯉 I“ f_‐ 物 手1血彙 l`ませ スタ̂



<ご参考>:収集できる粗大ごみ
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-据野市 ごみの出し方便利帳よリー
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●高齢者等粗大ごみ個別収集
糧大ごみステーションヘ出す事が困難で、身近な人等の協力を得られなもヽ高齢者、障がしヽ

者のみの世帯から排出される種大ごみを、玄闘等まで出向もヽて回収します中

対 鍮 者

対 象 物

申込 方法

間 含 先

国 収 料 金

國 な 回数

奪轟齢量のみ磯鬱帯 (アO雉以上)

轡巫が暴者のみ鰊饉驀 (隋が機量響薇所持蓄)

務が権大ごらとしてR収りで機る場鍛

(蓼 |つ越し:こ伴昏権大ごみ意ま翻は不可)

玲免:こ て申込後、藝種雉隧をします。

美f鷹センター 颯■ 992‐ 3重電◎

(轟藤国参り強憮轟 皐i舎○～罐6:⑬O)

嬢料

鬱塀 奪 2⑮蓼で

R鐘つ鬱纂颯裁で (5鰈をはた鶴瘍寵攣駿囃鞣文鍮}
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粗大ゴミを収集場所まで持ち込むことが

出来ない場合の回収方法について

以下のような場合、美化センター(電話 1992-3210)に て、

粗大ゴミを個別回収して頂けます。

①70歳未満の同居人がいない。
(70歳未満の同居人がいても、その方が障碍者手帳を

保有していれば問題なし)

1年間に2回、1回当たり5個まで。

回収は3月 と12月 以外の日で、具体的な日時については、個別に

美化センターヘ電話をして打合せの上決定する。

基本的には各家庭が対象の粗大ごみを玄関先まで出す

ただし何らかの事情で不可能な場合、美化センターヘご相談ください。

②
③
　
④


